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     法第 10 条確認事項に関する確認作業を実施したことについて(報告) 

平成 26 年 10 月 6 日 

  総会決議審議事項第 8 号確認書について、就任承諾書及び宣誓書を確認するとともに 

 定款第 18 号に基づく、報酬を受ける者の名簿を別紙のとおり作成し、確認した。その結

果、報酬を受ける役員は当面存在しない。 

  また、定款第 54 条に基づき、理事長が事務局長として、鷲野薫理事を指名した。 

  以上、報告します。 

 

 特定非営利活動法人両全トウネサーレ 

      理事長 小 畑 輝 海 殿 

 

 

                       特定非営利活動法人両全トウネサーレ 

                              理事 鷲 野  薫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起案日 平成 26 年 10 月 6 日 

決済日 平成 26 年 10 月 6 日 



 

 

            事 務 局 長 指 定 書 

 

平成 26 年 10 月 6 日 

 

  定款第 54 条に基づき、特定非営利活動法人両全トウネサーレの事務局長として、 

 以下の者を指定する。 

 

  氏名  鷲野 薫 

  役職  理事 

  期間  平成 26 年 10 月 6 日から 5 年間 

      但し、辞職及び欠格事由等の発生した場合は、その時点で指定を解除する。  

 

 

 

 

 平成 26 年 10 月 6 日 

 

       特定非営利活動法人両全トウネサーレ  

              理事長 小 畑 輝 海 


